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かんたん宅配管理プレミアム 操作マニュアル 

県別送料登録(サイズ) 送る商品のサイズと送り先に応じて送料を設定する方法 

最終更新日時：2024/03 

ミライソフト（有） 

 

宅配業者との契約が重量ではなく、サイズで決まっている場合は「県別送料登録(サイズ)」で送料を設定します。 

「県別送料登録(サイズ)」では、「送り状」、「サイズ」ごとに都道府県別の送料を登録します。 

 

1. 「オプション登録」で送料計算の基準を設定する 

[初期設定]＞[初期設定]＞[オプション登録] 

 

 

① 「4．注文受付登録で送料を自動セットする際の基準を選択してください。」で「サイズ（60～160）」を選択し、 

「保存」ボタンで登録します。 
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2. 「県別送料登録(サイズ)」で送料を登録する 

[初期設定]＞[基本情報]＞[県別送料登録(サイズ)] 

 

 

2.1. 新規送料作成 

① [新規送料作成]ボタンをクリックします。 
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② 送り状、サイズを入力し、[完了]ボタンをクリックします。 

送り状 １つの宅配業者で発払い、コレクトなど複数の送り状を使用している場合、料金が同じ

でも送り状ごとに登録を行う必要があります。その場合、「新規送料作成」で１つ目の送

り状の送料を登録し、残りの送り状は「送料コピー」を利用して登録を行ってください。 

詳細は「2.3 登録済み送料のコピー（P.4）」を参照してください。 

サイズ サイズごとに料金設定があると思いますので、順番に登録を行ってください。 

サイズは 60～200 まで登録可能です。 

 

 

③ 都道府県ごとに送料、クール追加料金を入力します。 

 

前行の県と同じ料金の場合は、Enter キーを押すことで送料やクール追加料金をコピーすることができます。 

 

                Enter キーを押すと、青森県の送料 940 が秋田県にコピーされます。 

 

④ 入力が完了したら、[保存]ボタンをクリックします。 
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2.2. 登録済み送料の修正 

① 修正対象となる送り状、サイズを選択します。 

  

② 新しい料金に修正します。 

 

 

 

③ 修正が完了したら、[保存]ボタンをクリックします。 

 

2.3. 登録済み送料のコピー 

① [送料コピー]ボタンをクリックします。 

  

② 新しく登録する送料の送り状、サイズを入力し、[次へ]ボタンをクリックします。 
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③ コピー元となる送料の送り状とサイズを選択し、[完了]ボタンをクリックします。 

  

④ 送料がコピーされますので、[保存]ボタンで登録します。 

 

 

3. 「注文受付登録」での送料自動セット 

[送り状印刷]＞[注文受付登録] 

 

届け先、サイズ、送り状種類を入力する

と、送料が自動セットされます 


